
 

 

 

“重要事実” 

取 締 役 会 

東京証券取引所が定める適時開示規則に基づく適時開示に係る社内管理体制 

～決定事実・発生事実、決算～ 

適時開示／TD ネット 

東京証券取引所 

決算・業績予想  決定事実・発生 

に係る情報    事実 

IR 部長       ブランド・コミュ

ニケーション部長 

発生 

事実 

事 業 部 門 

スタッフ部門 

*事業部門に関する発生事実が

生じた場合、事業部門は関係す

るスタッフ部門に重要事実を

報告し協議を行う。スタッフ部

門はブランド・コミュニケーシ

ョン部長に報告し開示プロセ

スに沿って適時開示を行う。 

 

情報取扱責任者（ブランド・コミュニケーション部長） 

経 営 会 議 

（開示指示） 


